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• 本日はまず、安定電源の市場応札リクワイアメントにおけるペナルティの強度と 2024年度以降の「広域予備率低下に
伴う供給力提供通知」の発出傾向を踏まえ、今後の検討の方向性について御確認をいただきたい。

• 次に、追加オークションの実施判断までに行われた市場退出ペナルティに関する減免の条件の在り方について、追加
オークション開催後の供給信頼度の観点から整理をしたので、御議論をいただきたい。
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本日の御議論



供給力提供通知と市場応札リクワイアメント

追加オークションの実施判断までに行われた市場退出ペナル

ティの取扱い
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• 安定電源の市場応札リクワイアメントにおけるペナルティの強度は、2019年8月27日に開催された第42回調整力及び
需給バランス評価等に関する委員会（以降、「調整力等委」という。）において整理された。

• このペナルティの強度は、実需給年度の全契約容量を対象に市場応札リクワイアメントのペナルティが課される時間ご
とに容量提供事業者が受け取る容量確保契約金額が同額減少し、一定の合計時間（以降、「ペナルティレート」とい
う。）に到達したとき、容量確保契約金額がゼロになるという考え方に基づき設定されている。

• 当時の調整力等委において、ペナルティレートは過去の予備率実績を参考に30時間に設定された。具体的には「需給
ひっ迫のおそれ」の判定基準である予備率8%に加え、バランス停止機を起動させることで見込まれる1%の予備率改善
を考慮した予備率9%以下であったコマ数が参考にされた。
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市場応札リクワイアメントにおけるペナルティの強度



• 2024年度以降、広域予備率の見通しに応じて「広域予備率低下に伴う供給力提供準備通知」や「広域予備率低下に伴う
供給力提供通知」が発出されることとなった。

• このうち、実需給の前日18時以降に、広域予備率が8%を下回る実需給当日のコマを対象として発出される「広域予備
率低下に伴う供給力提供通知」（以降、「提供通知」という。）の対象コマは「低予備率アセスメント時間帯」と呼ば
れ、この時間帯に市場応札リクワイアメントを満たすことができなかった電力量はペナルティの対象となる。

• 2024年9月3日に開催された第100回調整力等委で示されたとおり、これまでのところ、翌日計画における2024年度の
広域予備率は2023年度よりも低い傾向があるため、提供通知の発出頻度も2024年度の全期間を見通すとペナルティ
レートである30時間を相当程度超過する見通しは否定できず、ペナルティの無用な増加に繋がる可能性がある。

• 制度の変更をきっかけとして、需給調整市場における調達不足、一般送配電事業者と各BG間の想定の違いや電源の起動
停止の主体の変化といった広域予備率に影響した可能性のある要因が挙げられており、調整力等委において引き続き広
域予備率の実績の検証や、今後の在り方が整理されていく予定である。

• また、制度の変更をきっかけとした要因以外に、小売BGがインバランスの改善に向けてどのような行動を取ったかにつ
いても考慮することが適切な可能性がある。

• 容量市場の市場応札リクワイアメントにおけるペナルティについて、今後の調整力等委の整理等を踏まえて実績の検証
や今後の在り方の整理を行うこととしてはどうか。
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今後の市場応札リクワイアメント・ペナルティの在り方
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【参考】市場応札リクワイアメント
容量市場メインオークションについて

(2024年7月)
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【参考】需給ひっ迫のおそれがあるときのペナルティレート
第42回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会

資料3 (2019年8月27日)
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【参考】広域予備率の比較
第100回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会

資料2 (2024年9月3日)
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【参考】供給力提供通知のコマ数等
第100回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会

資料2 (2024年9月3日)
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【参考】広域予備率の傾向を踏まえた検討すべき課題
第100回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会

資料2 (2024年9月3日)



供給力提供通知と市場応札リクワイアメント

追加オークションの実施判断までに行われた市場退出ペナル

ティの取扱い
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• 追加オークションの実施判断前に設けられた確認期限日までに行われた市場退出は、調達オークション(*)が開催されな
い場合や調達オークションの約定価格がメインオークションの約定価格と比べて一定程度低いエリアでは市場退出ペナ
ルティが減免されることになっている。

• この取扱いは、市場退出分の供給力を除いても十分な供給力が相対的に小さい調達コストで確保され、供給力の過剰調
達に繋がらない場合にはペナルティを課す必要が無いという前提に基づく。

• 一方、2025年度実需給向け調達オークションのように、調達オークション開催後であっても供給信頼度基準を満たすこ
とができていないケースが発生する可能性がある。

• そのため、今後は、市場退出が調達オークションの実施判断前に設けられた確認期限日までに行われた場合であっても、
調達オークション開催後に供給信頼度基準を満たしていないエリアでは市場退出ペナルティの減免は行わないこととし
てはどうか。

• また、適用時期の決定にあたっては、メインオークション開催済の場合は、当時の入札条件で入札した事業者への配慮
が重要である一方、市場退出ペナルティ減免の前提が供給信頼度の充足にあるという制度趣旨を適時に反映することも
重要ではないか。具体的な適用時期については、これらの観点も踏まえて引き続き検討することとしてはどうか。
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追加オークションの実施判断までに行われた市場退出ペナルティの取扱い

*:追加オークションは供給力を調達する「調達オークション」と供給力をリリースする「リリースオークション」に大別される。
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【参考】容量確保契約約款における市場退出ペナルティの取扱い検討箇所
容量確保契約約款(2024年7月)

追加オークション開催後に供給信頼
度基準を満たさないエリアにおいては、
不適用とする方向性で検討。
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【参考】2025年度実需給向け追加オークション約定処理後の供給信頼度
容量市場 追加オークション約定結果
（対象実需給年度：2025年度）
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【参考】2025年度実需給向けメインオークション・追加オークション約定結果

容量市場 追加オークション約定結果
（対象実需給年度：2025年度）

容量市場 メインオークション約定結果
（対象実需給年度：2025年度）
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